
 

 

八代市議会タブレット端末導入及び通信サービス利用業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、八代市議会タブレット端末導入及び通信サービス利用業務（以下「業務」と

いう。）に係る優先交渉権者を選定する際の手続について、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務の概要 

（１）事業名称 

 八代市議会タブレット端末導入及び通信サービス利用業務 

（２）業務内容 

別紙「八代市議会タブレット端末導入及び通信サービス利用業務に関する仕様書」（以

下「仕様書」という。）のとおり 

（３）履行期間 

 令和７年９月１日から令和１１年８月３１日まで（４８か月） 

（４）提案限度額 

 ７，５１８，５１１円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 参加資格 

本手続に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

（１）九州内に営業拠点（支店や支社、事務所等）を有し、本市への行き来が容易であるこ

と。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号の規定の

いずれにも該当していないこと。 

（３）八代市暴力団排除条例（平成２３年八代市条例第３２号）第２条に規定する暴力団

又は暴力団員等でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをしてい

ないこと。 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしてい

ないこと。 

（６）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産続開始の申立てをしていないこと。 

（７）業務を適切に行う体制を有し、過去５年以内に本業務と同種又は類似の業務につい

て実績があること。 

（８）リモートによるプレゼンテーション（ＷＥＢ会議）が出来ること。 

 

４ 参加申請書等の提出 

（１）提出書類 

参加申請に係る提出書類は下表のとおりとする。 

 



 

 

提出書類 内容、留意事項等 様式 

１ 参加申請書 様式に従い記載する。 様式第 1号 

２ 業務実施体制調書 業務の実施体制について記載する。 様式第 2号 

３ 業務実績調書 同種又は類似業務の実績について記載す

る。 

様式第 3号 

４ 企画提案書 仕様書の業務内容に対して、提案内容を作

成する。 

任意 

５ 業務工程表 履行期間中の業務スケジュールを記載す

る。 

任意 

６ 見積書 業務の積算の基礎（内訳）を記載する。 任意 

（２）作成要領 

 提出書類は、Ａ４判（縦横問わず）で統一して作成すること。提案内容本文の文字サイ

ズは、１１ポイント以上とすること。「６.見積書」は契約期間の税込総額に加え、内訳と

して年度ごとの税込金額も提示すること。 

（３）提出部数 

６部（正本１部、副本５部（複写可）） 

 

５ 提出書類の受付 

（１）受付期限 

令和７年６月１３日（金曜日）午後５時まで 

（２）提出方法 

持参（土日祝日を除く平日の午前８時３０分から午後５時まで） 

又は郵送（受付期限必着） 

（３）提出先 

〒８６６－８６０１ 八代市松江城町１－２５ 

   八代市議会事務局 宛 

 電 話：０９６５－３２－５９８４（直通） 

 

６ 質問の受付及び回答 

実施要領、仕様書等について質問がある場合は、次のとおり受け付ける。なお、電子メー

ル以外での質問は受け付けない。 

（１）質問の受付 

   ①提出書類：質問書（様式第４号） 

②提出期限：令和７年６月５日（木曜日）午後５時まで 

③提出方法：質問書を八代市議会事務局宛に電子メールにて提出すること。 

          電子メールアドレス gikai@city.yatsushiro.lg.jp 

（２）質問に対する回答方法 

提出された質問及び回答は、市ホームページ及び市議会ホームページで随時公開する。 
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７ 審査基準及び審査方法 

（１）審査基準 

   別紙「審査基準表」のとおり 

（２）審査体制及び審査方法 

企画提案の審査は、八代市議会タブレット端末導入及び通信サービス利用業務事業者

選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置し、別紙「審査基準表」に基づき、優

先交渉権者を選定する。ただし、提示金額が提案限度額を超えている場合はその企画提

案書は審査から除外する。 

 

８ 審査（プレゼンテーション、質疑応答） 

（１）実施日 

令和７年６月２６日（木曜日）予定 

※開始時刻、会場等の詳細は参加通知と併せて通知する。 

（２）出席者 

３名以内とし、プレゼンテーションを行う者は本業務に携わる管理責任者とする。 

（３）審査内容 

 参加事業者からのプレゼンテーション（３０分以内）及び企画提案書等に関する質疑

応答（１０分以内）を実施し、別紙「審査基準表」に基づき行う評価の最高得点者を優

先交渉権者として選定する。ただし、１８０点を合格基準点とし、合格基準点に満たな

い提案者は選定の対象としない。最高得点者が複数ある場合は、見積額が低いものを優

先交渉権者として選定する。 

（４）審査結果 

審査結果は１週間以内に参加事業者に対し、参加申請書に記載された電子メールアド

レス宛に通知する。 

審査結果は、市ホームページ（お知らせ・募集）及び市議会ホームページで公表する予

定である。なお、審査結果の公表時には、最高得点者以外の参加申請者名は非公表とす

る。 

（５）優先交渉権者 

優先交渉権者として選定された参加事業者と、契約締結の交渉を行う。 

なお、当該交渉が不調のときは、採点結果が上位の者から順に契約締結の交渉を行う。 

（６）その他 

・ プロジェクター、スクリーン及びケーブル（ＰＣとプロジェクターをつなぐもの）は

会場に用意するが、その他必要な機材は、参加事業者が持参し、機材の操作を行うこ

と。 

・ 公平性確保のため、参加事業者は他の参加事業者のプレゼンテーションを傍聴する

ことはできない。 

・ 参加事業者のプレゼンテーション順については、書類の受付順とする。 

 

 



 

 

９ 参加申請書等の取扱い 

（１）提出された参加申請書等は、返却しない。 

（２）提出された参加申請書等は、本業務優先交渉権者の選定を行う作業に必要な範囲にお

いて複製することがある。 

（３）提出された参加申請書等は、本業務優先交渉権者の選定目的以外に提出者に無断で使

用しない。 

 

１０ その他 

（１）当該プロポーザルに係る費用は、全て参加申請者の負担とする。 

（２）参加申請書等に虚偽の内容が記載されている場合は失格とする。 

（３）審査の公平性を害する行為を行った者は失格とする。 

（４）審査結果に関する質問・異議申し立ては受け付けない。 

（５）提出期限以降の参加申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 

（６）提出書類は、公平性、透明性及び客観性を期するため公表することがある。 

 

１１ 選定スケジュール 

（１）公募開始（市ホームページ掲載）  令和７年６月２日（月曜日） 

（２）質問の受付締切り         令和７年６月５日（木曜日）午後５時 

（３）参加申請書等の提出締切り     令和７年６月１３日（金曜日） 

（４）参加通知             令和７年６月１８日（水曜日） 

（５）審査               令和７年６月２６日（木曜日）予定 

（６）審査結果の通知          審査から１週間以内 

（７）契約締結             ７月上旬を予定 

 

１２ 事務局（問い合わせ先） 

所 在 地  ：〒８６６－８６０１ 八代市松江城町１－２５ 

担当部署 ：八代市議会事務局 

担 当 者 ：小谷、松﨑 

電話番号 ：０９６５－３２－５９８４（直通） 

Ｆ Ａ Ｘ ：０９６５－３３－４４４０（直通） 

電子メール：gikai@city.yatsushiro.lg.jp 
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